
１．これまでの中央建設業審議会・社会資本整備審議会基本問題小委員会における提言

基本問題小委員会における提言（社会保険等未加入対策関係） 参考資料１

①行政・元請企業による加入指導、法定福利費確保に向けた取組等の総合的な対策を推進すべき
②平成２９年度を目途に、事業者単位では許可業者の１００％、労働者単位では少なくとも製造業相当の加入を目指すべき

２．総合的対策の推進

国土交通省においては、平成２９年度を目途に目標を達成するため、これまでに以下のような総合的対策を推進

①行政・元請企業・下請企業等の関係者が一体となった推進体制（社会保険未加入対策推進協議会）の整備

②建設業法施行規則等関係法令の改正（平成２４年５月公布）
・建設業の許可申請書類、施工体制台帳の記載事項等への記載事項追加、経営事項審査における社会保険未加入業者への減点措置の厳格化建設業の許可申請書類、施工体制台帳の記載事項等 の記載事項追加、経営事項審査における社会保険未加入業者 の減点措置の厳格化

③社会保険加入状況の把握、確認・指導等
・公共工事労務費調査を活用した加入状況の把握・公表
・建設業担当部局における建設業許可・更新、経営事項審査、立入検査時の加入状況の確認・指導、保険担当部局への通報

④建設企業における取組の推進
「 保 請 ガ ド 策 請 が 請 保・「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」の策定（これを踏まえ、元請企業が下請企業の保険加入状況を把握、加入指導）

・社会保険加入促進のためのポスター・リーフレットの作成・配布等による周知・啓発

⑤法定福利費の確保
・公共工事設計労務単価の改訂等により必要な法定福利費（事業主負担分・本人負担分）の額を公共工事の予定価格に反映
・各専門工事業団体による法定福利費が内訳明示された標準見積書の作成、活用（平成２５年９月から一斉に活用開始）各専門工事業団体による法定福利費が内訳明示された標準見積書の作成、活用（平成２５年９月から 斉に活用開始）

３．今後取り組むべき対策の方向

①社会保険等への加入状況：企業別８７％、労働者別５８％（平成24年度公共工事労務費調査、３保険への加入率）
現 状

①社会保険等への加入状況：企業別８７％、労働者別５８％（平成24年度公共工事労務費調査、３保険への加入率）

②東日本大震災からの復旧・復興等による建設投資の回復

③国民負担による必要な法定福利費額の公共工事の予定価格への反映

今後の対策の方向性
今こそ更に取組を加速化する必要性

これまで講じてきた総合的対策の推進に加え、

○公共工事の施工に関し、社会保険未加入業者に対する厳正かつ適切な指導監督を強化するとともに

○公共工事において元請業者・一次下請業者から社会保険未加入業者を排除

今後の対策の方向性



国土交通省直轄工事における社会保険等未加入対策

これまでの経緯

○平成26年１月21日
中央建設業審議会・社会資本整備審議会基本問題小委員会とりまとめ

今後の対策の方向性

これまでの経緯

今後の対策の方向性

これまで講じてきた総合的対策の推進に加え、

○公共工事の施工に関し、社会保険未加入業者に対する厳正かつ適切な指導監督を強化するとともに

○公共工事において元請業者・一次下請業者から社会保険未加入業者を排除

○平成26年１月30日○平成26年１月30日
第２回建設産業活性化会議において髙木副大臣よりご指示

「国土交通省発注工事の元請・一次下請につきましては、平成26年度中に社会保険加入企業に限
らせて頂く方向で、具体的な対策を検討するよう、本日、事務方に指示致しました。」ら 頂く方向 、具体的な対策を検討する う、本日、事務方に指示致 た。」

○平成26年２月27日 ３月19日○平成26年２月27日～３月19日
対策案の概要・スケジュール等に関する建設業界・自治体向けの説明会を開催

説明会での意見等も踏まえ、対策の具体的な運用方法を検討



国土交通省直轄工事における社会保険等未加入対策

○ 平成 年 月 日以降 国土交通省直轄 事において○ 平成２６年８月１日以降、国土交通省直轄工事において、

・社会保険等未加入建設業者に対する指導監督を強化する。

・元請業者及び下請代金の総額が３千万円以上の工事における一次下請業者につき、社会保険等加入業者に限定する。

①入札参加時に元請業者の保険加入状況を確認。

（未加入の元請業者は工事から排除）

スキーム

① 入札参加時の加入確認

②未加入の一次下請業者との契約を原則禁止。

③施工体制台帳等で全ての下請業者の保険加入状況を確認。

元請業者

① 入札参加時の加入確認

発注部局
④ ②の違反に対する
代金減額等

④未加入の一次下請業者と契約したことが判明した場合の

措置を実施。（元請業者の請負代金減額等）

⑤全ての未加入業者を発注部局から建設業担当部局に通報。

②未加入業者と契約を
原則禁止

③ 施工体制台帳等
による加入確認

代金減額等

⑤ ③における未加
入業者を通報

⑤ 未加入業者を発注部局 ら建設業担当部局 通報。

⑥建設業担当部局において未加入業者（二次下請以下も

含む。）への加入指導等を引き続き実施。

② ⑥ 請 金 総額が

一次下請業者

二次下請業者 建設業
担当部局

による加入確認

⑥ 未加入業者への加入指導等

（※②～⑥については、下請代金の総額が

３千万円以上の工事に限る。）

○ 平成27年度以降は 競争参加有資格者名簿に登録できる企業を社会保険等加入業者に限定する方向で検討○ 平成27年度以降は、競争参加有資格者名簿に登録できる企業を社会保険等加入業者に限定する方向で検討。

○地方公共団体等の発注者に対しても、国土交通省の上記スキームを情報提供し、同様の取組みの実施の検討を促す
とともに、積極的に社会保険等未加入対策に取り組むよう促す。


